
- 1 -

令和６年第３回川本町議会定例会会議録
（第１日目）令和６年 ９月 ６日 午前９時３０分開議

議 長 おはようございます。

ただいまから、令和６年第３回川本町議会定例会を開会します。

ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。

々 それでは、ただちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お配りしているとおりです。

々 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、５番高良議員、６

番木村議員を指名します。

々 日程第２、「会期の決定」の件を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、本日、９月６日から９月１２日までの

７日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、会期は本日６日から１２日までの７日間にすることと決定しまし

た。なお、会期中の会議は、お手元の「会期日程及び審議予定表」のとおり

予定しております。

々 日程第３、「諸般の報告」を行います。

議長としての報告事項は、お手元の「議長報告、議員派遣の件」のとおり

ですので、ご覧ください。

以上で、「諸般の報告」を終わります。

々 日程第４、「町長行政報告」を行います。

番外野坂町長。

番外 おはようございます。令和６年第３回川本町議会定例会を招集いたしま

野坂町長 したところ、議員の皆様には、万障お繰り合わせの上、ご出席を賜り誠に

ありがとうございます。

々 開会にあたり、諸議案の説明に先立ちまして、諸般の事項についてご報

告申し上げます。
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番外 はじめに、市街地でのクマ出没への対応について申し上げます。

野坂町長 ９月４日早朝、川本合同庁舎の浄化槽付近の山林で小グマを目撃したとの

連絡があり、本日までにあった数回の目撃情報から親子の熊であることが確

認されています。現在、県・警察署・町とで、対策会議を設置し、町民への

注意喚起を行うとともに、出没地に隣接する島根中央高校の登下校時のパト

ロールを実施しております。本日、クマが寄りつかないよう出没地周辺の草

刈りや電気柵を設置することとしておりますが、引き続き状況を注視し、被

害が発生しないよう関係機関と連携を密にし、必要な対策に取り組んでまい

ります。

々 次に、「立地適正化計画の策定」について申し上げます。

６月２６日に開催した、今年度第１回目の検討委員会では、年度内の策

定に向け、各種区域設定案や防災指針案をお示しし、幅広くご意見を頂戴

したところです。

また、今定例会におきましても全員協議会にて計画概要をお示しする予

定としております。

議員の皆様から様々なご意見を頂戴したうえで、計画の骨子を固めてま

いりますので、よろしくお願いいたします。

々 次に、「治水対策の推進」について申し上げます。

７月及び８月に、江の川下流域治水期成同盟会の構成員として、県選出国

会議員、国土交通省、財務省、中国地方整備局、県議会議員、県に対し、早

期実現について要望いたしました。

事業着手地区の進捗状況ですが、「瀬尻・久料谷」地区におきましては、

国事業として、築堤護岸工事が行われており、町では、生活雑排水管の測量

設計及び物件補償の調査業務を行っております。

「谷」地区につきましては、国事業として橋梁・道路・取水設備の設計及

び地質調査業務、矢谷川左岸下流部の用地取得・物件補償が行われておりま

す。県事業として、左岸上流部の先行整備エリアにおける迂回路上部工事、

用地取得、物件補償が行われており、その後、造成工事が行われる予定とな

っております。

町では、用地取得・物件補償、町有物件の解体工事を行っております。

また、９月４日に、国及び県における今後の測量設計・用地取得・物件補

償・工事等のスケジュール、先行整備エリアへの土地購入の意向調査等につ

いて、地元説明会を開催しております。

また、これらを進めるための、必要な補正予算案を今議会に提案しており

ます。

今後も、一刻も早く完成するよう、地元協議会や関係者の皆様、国及び県

と緊密に連携し、取り組んでまいります。

また、国が管理する川本排水機場において、長寿命化を図るポンプ１台の
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番外 改修工事が発注されております。

野坂町長

々 次に、「医療・介護・福祉サービスの強化」について申し上げます。

社会医療法人仁寿会・加藤病院による「地域総合ヘルスケアステーション

かわもと施設群」の整備につきましては、８月１９日に入札が行われ、工事

請負業者が決定したことに伴い、９月９日に予定されている、住民説明会を

経て、着工されると伺っております。

町といたしましては、このたびの整備が早期に完成するよう、引き続き支

援するとともに、本町ならではの地域包括ケアシステムを構築してまいりま

す。

々 次に、「女子野球で繋がるプロジェクト」について申し上げます。

来春の創設に向け準備を進めている女子硬式野球クラブの名称を公募した

ところ、約１ヶ月の間に全国から４２２名の応募がありました。審査の結果、

「島根フィルティーズ」に決定し、先の「ええなぁまつりかわもと」のステ

ージで発表いたしました。

並行して行っている選手募集では、森山監督を中心に指導者や関係者等の

ネットワークを通じて、全国の高校や大学への訪問、各大会への視察やＰＲ

ブースの設置などにより、チームの認知度の向上と選手へのＰＲを進めてお

ります。

今後、チームロゴやユニフォームの検討などを進め、チームイメージを具

体化することで、選手やスポンサー企業の早期確保につなげてまいります。

この実現に向けて、県の「石見・隠岐地域政策推進費」を活用した、プロ

モーションや用具の整備等に必要な経費を盛り込んだ、補正予算案を今議会

に提案しております。

また、この秋を目途に、現在進めている全日本女子野球連盟からの「女子

野球タウン」の認定を呼び込んでまいります。

々 次に、「普通交付税の算定結果」について申し上げます。

普通交付税につきましては、２０億７，２６０万円で、対前年度プラス３．

６％、７，２５３万３千円の増額となりました。

また、発行可能額が、４４２万７千円で、対前年度マイナス５１．４％、

４６７万３千円の減額となった、臨時財政対策債を合わせると、２０億７，

７０２万７千円で、対前年度プラス３．４％、６，７８６万円の増額となり

ました。

主な要因は、国が掲げる「こども未来戦略」に基づく財政需要や、地方公

共団体が独自に実施する、こども・子育て政策に係る財政需要をより的確に

反映するため、新たに算定項目「子ども子育て費」が創設されたこと等によ

るものです。

公債費等参入分を除く、いわゆる真水分については、対前年度プラス４．



- 4 -

番外 ３％、６，５３４万８千円の増額となりました。

野坂町長 なお、当初予算と比較すると、普通交付税は１億３，５２４万５千円の増

額、臨時財政対策債発行可能額は、１３３万３千円の増額となり、普通交付

税の増額分につきましては、財政調整基金の取り崩し額への充当を予定して

います。

々 次に、「令和５年度の決算」についてご報告申し上げます。

はじめに、普通会計の歳出決算額は、４６億２，５２３万３千円で、対前

年度マイナス０．６％となりました。

主な要因は、治水対策事業の本格化により、土木費が大幅に増加した一方

で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減による交付金事

業の減や、災害復旧費の減等により、全体の決算額が前年度を下回ったため

です。

実質収支額は、９，９７０万１千円の黒字で、令和４年度の実質収支額を

差し引いた単年度収支額は、１，８６４万６千円の増、財政調整基金積立金

を加えた実質単年度収支も、２，０８９万円の増となりました。

基金につきましては、財政調整基金に２２４万４千円、減債基金に１，３

１１万５千円、公共施設等総合管理基金に４，１０８万円等を積み立てまし

たが、取崩額が積立額を上回ったため、令和５年度末の基金残高は２４億７，

３９４万１千円となり、前年度末より２，１３３万４千円の減額となりまし

た。

地方債につきましては、５億１，９３０万円の借入を行い、令和５年度末

の地方債現在高は、前年度より２，３９４万９千円減の５３億６，１５１万

１千円となりました。

地方税、地方交付税などの経常的な収支が、どの程度経常的な経費に充て

られているかを示した「経常収支比率」は、前年度より７．４ポイント増の

９２．２％となりました。

々 次に、「財政健全化を判断する４つの指標」について申し上げます。

はじめに、「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」は、いずれも黒字決

算であるため数値は生じておりません。

公債費による財政負担の度合いを示す「実質公債費比率」は、前年度より

０．４ポイント減の８．１％となり、将来負担すべき負債の標準財政規模に

対する割合を示す「将来負担比率」は、前年度に続き０％となりました。い

ずれも早期健全化基準を大きく下回っていますが、引き続きこれらの指標を

意識した財政運営を行っていく必要があります。

々 それでは、町行政の主な動きにつきまして、順次ご報告申し上げます。

々 まず、「住み慣れた地域の暮らしが持続するまち」に関する動きについて
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番外 であります。

野坂町長

々 はじめに、「地域公共交通の充実」について申し上げます。

現在、全国的に、そして県内でも、バス事業者の運転手不足が課題となっ

ているなか、主に近隣市町間を接続するバス等について、通学で利用する生

徒をはじめ、公共交通を必要とされる方々に不利益が生じないよう、努めて

まいります。

々 次に、「移住・交流の推進」について申し上げます。

県主催の対面式の移住相談イベントが、６月１５日に東京で、７月１３日

には大阪で開催され、計２７件の相談を受けたところです。

また、明日、９月７日に東京で開催される、広島広域都市圏による移住相

談イベントに、広島・山口・島根県の加盟市町とともに参加いたします。

また、一昨年度から県の補助を受け実施している「県内高校（卒業）生と

のつながり創出モデル事業」においては、卒業生の帰省時期に合わせた８月

１３日に、島根中央高校を会場に交流会を開催したところ、６名の卒業生の

参加があり、高校生とのつながりを深めました。

また、前述した大阪の移住イベントでは、近畿圏在住の卒業生がボランテ

ィアとして、隣接ブースでの「えごまジェラート」の販売に携わっていただ

きました。

このように、県外でのＰＲイベントと出身学生等とのつながりの機会を組

み合わせなかがら、引き続き新しい人の流れを呼び込む動きにつなげてまい

ります。

々 次に、「居住環境の充実」について申し上げます。

まず、今年度建設予定の因原地区定住促進住宅４棟につきましては、建築

工事を発注し、併せて、９月２７日を締め切りに入居者を募集しております。

来年４月には、新たな入居者を迎えることができるよう、引き続き取り組

んでまいります。

また、民間による住宅整備につきましても、今年度、町の補助制度を活用

した集合住宅１件、空き家改修住宅１件の整備が進んでおり、引き続き官民

連携による住まい確保に取り組んでまいります。

々 次に、「高齢者福祉」について申し上げます。

８月末の高齢化率は４４．６％で、前年同期と同じ比率となっています。

９０歳以上の方は１７１名で、総人口に占める割合は、５．７％となって

おり、そのうち１００歳以上の方は女性６名で、最高齢者は１０６歳です。

ご長寿をお祝いし、今年度、節目年齢に到達される９０歳の３３名、９５

歳の１４名、１００歳以上の１２名の方々へ記念品を贈呈します。
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番外 次に、「物価高騰対応重点支援給付金」について申し上げます。

野坂町長 基準備となる６月３日時点で、今年度新たに支給の対象となる住民税非課

税世帯は４４世帯、住民税均等割のみの課税世帯は３２世帯、対象世帯のう

ち子育て世帯への子ども加算は９名が対象となり、７月３１日から支給を開

始しております。

々 次に、「物価高騰対応定額減税調整給付金」について申し上げます。

基準備となる６月３日時点で、対象者は１，００７名となり、８月１９日

から支給を開始しております。

給付に必要な経費を追加して盛り込んだ、補正予算案を今議会に提案して

おります。

々 つづいて、「暮らしを支える生業、地域資源を活かした産業が根付くまち」

に関する動きについてであります。

々 はじめに、「農作物の作柄」について申し上げます。

令和６年産米の作柄につきましては、水不足や病害虫の被害等が少なく、

全体的に生育は順調で、作況指数は平年並みと見込まれています。

エゴマにつきましても、生育不良等は見受けられず、作柄は平年並みと見

込まれます。

々 次に、「担い手対策」について申し上げます。

担い手が安心して営農できる環境づくりに向け、中山間地域直接支払事業

に取り組む集落との意見交換を行ってまいりました。

今後は、県西部農林水産振興センター県央事務所、ＪＡ等の関係機関と情

報を共有し、施策を検討してまいります。

三原地区では、若手オペレーターを主体した、広域連携法人によるドロー

ンを利用した共同防除が、３５ヘクタールにわたって行われております。

今年度は、この法人が管理する農地以外の防除にも取り組んでおり、面積

の拡大を進めています。

々 次に、「特産品の振興」について申し上げます。

戦略的ブランドであるエゴマの本年の作付けは、８月末現在で３４件、１

１．６ヘクタールの申請があり、収穫量の見込みは、前年並みの３．５トン

となっています。

生産面では、今年度より収穫期の異なる２品種を栽培することにより、作

業の効率化、収量の増加が期待され、また、販売面では、従来の道の駅での

販売に加えて、ふるさと納税の返礼品や東京の日比谷しまね館等での販売な

ど、県外への販路拡大の取組が進んでいるところです。

産地育成を進めているピーマンについては、８月末時点で８件、３５アー
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番外 ルの申請があり、前年より増加する見込みとなっています。

野坂町長 今後も、作付面積及び収量の維持・拡大へ向けて支援してまいります。

々 次に、「畜産の振興」について申し上げます。

現在、新規就農者が飼育頭数を増やすため、県等の補助金を活用し、牛舎

の新築を進めています。

完成後は、飼育目標を５０頭として取り組んでいくこととしており、県西

部農林水産振興センター県央事務所やＪＡと連携し、支援してまいります。

また、ＪＡしまね 島根おおち地区本部の「肥育センター」の運営撤退に

より、郡内の和牛生産体制の維持が課題となっておりましたが、このたび邑

南町の企業が事業承継され、新しい体制で運営を開始されました。

今後、状況を注視し、町内の生産体制の安定化に向け、関係機関と連携し

支援してまいります。

々 次に、「有害鳥獣対策」について申し上げます。

現在、２つのサルの群れに発信機を装着して、遊動域を調査しています。

今月よりＩＣＴ大型捕獲檻の設置場所の選定を進め、捕獲を開始するとと

もに、出没状況を地域で共有できる位置情報システムを導入し、その状況を

来年３月の住民説明会で報告し検証していく予定です。

また、有効な電気柵の設置方法などの講習会を開催し、被害の防止・軽減

を図ってまいります。

々 次に、「森林環境の整備」について申し上げます。

森林の適正な施業、木材産業の人材育成、地域木材の利用促進などを目的

として、配分されている森林環境譲与税を有効活用し、今年度から町内の林

業事業対に就職された方々に対して、奨励金による支援を行っております。

林業の担い手確保に向けて、今後も、林業事業体と連携して、県立農林大

学校などにアプローチしてまいります。

々 次に、「水産の振興」について申し上げます。

このたび、江川漁業協同組合が、町内の中間育成施設で育てられた養殖鮎

を「江の川生粋鮎」と名付け、新ブランドとして発表されました。
きつすいあゆ

江の川が育んだ自然の恵みと確かな技術で、丁寧に育てられたこの鮎は、

香りや味だけでなく栄養価も優れており、今後は、町内（正：県内）唯一の

鮎種苗センターがある江津市と連携して、販路拡大や地域資源としての活用

を図ってまいります。

々 次に、「物価高騰対策」について申し上げます。

国の臨時交付金を活用し、昨年度からの繰越事業として実施しております

「物価高騰対応商品券」につきましては、８月３１日を以て利用期限を迎え
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番外 ました。

野坂町長 引き続き、ご利用いただいた事業者への換金作業を進めており、９月２日

時点で利用額が１，６５３万２千円、利用率は９１．０％となっております。

々 次に、「商工業の振興」について申し上げます。

今年度も実施する、電子決済アプリＪコインペイを活用した「まげなポイ

ント」では、７月２７日から１０月３１日までを決済対象期間とし、町内対

象店舗での利用金額に対して２０％、上限５，０００円分を付与しておりま

す。

８月には、本事業に合わせ、弓市商店会による売り出し企画も開催してい

ただきました。

「まげなポイント」は、町内対象店舗での利用に限っておりますが、付与

対象者は全国のアプリ利用者であり、町内のみならず、町外利用者による消

費拡大を期待して実施しております。

また、町民の方を対象とした新規登録者への付与、健康診断・がん検診等

を受けられた方への付与も展開しており、継続して利用できる機会を提供す

ることで、更なる消費・利用の拡大につながるよう取り組んでまいります。

々 次に、「観光の振興」について申し上げます。

７月２７日に開催された「ええなぁまつりかわもと」は、花火大会への支

援を拡充し、より魅力的な川本の夏をお届けできたことで、多くの方々で賑

わい盛況となりました。

開催にあたってご尽力いただいた実行委員会の皆様をはじめ、寄附にご協

力いただいた各事業所、自治会の皆様に、あらためまして感謝申し上げます。

また、しまね海洋館アクアスによる「アクアスマルシェ」が、７月１４日

に「川本町の日」として、８月２５日には「邑智郡の日」として開催されま

した。

いずれも、町内事業者の皆様にご出展いただき、多くの来館者の方々に本

町のグルメをＰＲすることができました。

今後も、広域的な連携を深め、本町ならではの観光資源や地域資源を活用

して、誘客を推進してまいります。

々 次に、「誘致企業との連携」について申し上げます。

６月８日に、静岡県富士市の株式会社三協日の出工場で５年ぶりに開催さ

れた「ほたるまつり」に参加いたしました。

多くの家族連れの社員の皆様や、地域の方々で賑わいを見せた会場では、

本町からも町内事業者による出店、ＰＲを行いました。

また、「ええなぁまつりかわもと」に石川社長様ご夫妻にも来場いただき、

迫力ある花火と石見神楽を堪能いただきました。

引き続き、県との情報共有を密にし、企業との連携を深めてまいります。
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番外 また、いただいたご寄附を活用した河津桜の植栽をはじめとする公園整備

野坂町長 構想の実現に必要な、調査設計業務を発注しております。

々 つづいて、「子ども達の夢を育み、挑戦する人材が育つまち」に関する動

きについてであります。

々 はじめに、「学校教育」について申し上げます。

中学校は８月２７日から、小学校は９月２日から始まった今学期は、運動

会や文化祭などの学校行事も多く、地域の皆様にも学校の様子をお知らせし

ながら、教育活動を進めてまいります。

中学校の部活動につきましては、昨年度から郡大会に代わって開催されて

いる浜田ブロック大会において、バレー部は３位で県大会への出場権を獲得

し、また、陸上部は標準記録を突破した３名が県大会へ出場しました。

野球部は、ブロック大会での２回戦で惜しくも敗れ、県大会への出場は叶

いませんでしたが、それぞれがベストを尽くした結果となりました。

吹奏楽部は、８月９日に開催された全日本吹奏楽コンクール島根県大会・

小編成の部において、銀賞を獲得しました。

中学生の皆さんの健闘を称えるとともに、今後益々の活躍を期待するとこ

ろです。

々 次に、「教育環境の魅力（活性）化」について申し上げます。

自ら学ぶ意欲が向上するよう実施している検定助成事業を活用し、今年度

第１回目の漢字検定を小学生１３名が、算数・数学検定を小学生９名と中学

生１名が受検しました。

また、「かわもとサマーチャレンジウィーク」では、７月の３日間で延べ

４７名の小学生が参加し、様々な体験活動による自己成長と、地域の魅力発

見の場となりました。

々 次に、「キャリア教育の推進」について申し上げます。

６月１８日、一般社団法人かわもと暮らしの主催により、中学１年生を対

象とした「ジョブカフェ２０２４」が実施されました。

生徒たちは、参加された５つの事業所から、業務内容や仕事のやりがいな

どについて説明を受け、質疑応答や対話を通じて理解を深めました。

町内事業所の情報や職業についての理解を深め、ふるさとを愛する心を養

うことを目的とした、この事業に対し、今後もキャリア教育の一環として協

力してまいります。

々 次に、「都市交流」について申し上げます。

７月３０日と３１日の２日間、坂町で開催された夏の交流会に、両町合わ

せて小学生３８名が元気に参加し、体験活動を通じた交流が深まりました。
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番外 次に、「はたちの集い」について申し上げます。

野坂町長 毎年８月１４日に開催している「はたちの集い」には、対象者５５名のう

ち２１名が出席され、代表者が力強くはたちの誓いを述べられました。

また、記念品として、本町で活躍されている紙布織作家の山内ゆうさんの
し ふ お り

「名刺入れ」をお渡ししました。

２０歳を迎えられた皆様の今後のご活躍と、将来、ふるさと川本の支えと

なられますことを大いに期待しています。

々 次に、２０３０年に開催される第８４回国民スポーツ大会に向けた準備に

ついて申し上げます。

浜田市、益田市、邑南町とともに成年男子軟式野球の開催地となっている、

本町に対する中央競技団体の視察が、７月２日に行われました。

会場整備を進めるうえで重要となる、「競技者の安全面」「円滑な競技運

営」「身障者や女性が利用しやすい環境整備」の３つの視点からいただいた、

指摘を踏まえ、今後改修を進めてまいります。

々 次に、「人権同和教育推進」について申し上げます。

８月１日に開催した同和教育推進協議会総会後の研修会では、県西部人権

啓発推進センターから、啓発指導講師をお迎えし、近年の人権課題の一つで

ある「性の多様性」についてご講演をいただきました。

誰もが自分らしく生きるため、法律や制度の改正が進んでいる現状を踏ま

え、あらゆる人権について学び続けることの大切さを考える、貴重な機会と

なりました。

々 次に、「社会体育」について申し上げます。

６月３０日、中学校体育館において開催された親睦バレーボール大会は、

男子７チーム、女子３チームによる熱戦が繰り広げられ、活気あふれる大会

となりました。

また、ＫＳＣカップ野球大会や親睦野球大会なども開催され、コロナ後の

スポーツ交流が活発化しております。

々 次に、「文化振興」について申し上げます。

８月２１日に、悠邑ふるさと会館大ホールで、石見銀山国際音楽アカデミ

ー実行委員会の主催による「パリの響きを日本に」が開催され、世界の第一

線で活躍される音楽家の音色に、会場中が魅了されたひとときとなりました。

文化芸術の秋を迎え、吹奏楽やクラシック、地芝居、神楽など、悠邑ふる

さと会館での催しが毎週予定されており、多くの皆様のご来場をお待ちして

います。

々 次に、「島根中央高校の魅力化支援」について申し上げます。
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番外 ８月１０日に、松江市で開催された全日本吹奏楽コンクール県大会で、最

野坂町長 優秀賞を受賞して島根県代表となった吹奏楽部が、８月２５日に開催された

中国大会において、会場内も魅了する演奏で見事金賞を受賞しました。

８月に大分県を主会場として開催された、全国高等学校総合体育大会では、

カヌー部は男子カヤックフォア２種目で優勝し、５００メートルでは、昨年

に引き続き２連覇するなど各種目で優れた成績を収めました。

また、山梨県で開催された日本カヌースプリントジュニア選手権では、女

子がカヤックシングルで優勝、男子がカヤックフォア２種目、ペア２種目で

それぞれ優勝するなどして、２年連続の文部科学大臣杯の受賞に輝きました。

また、７月２９日に開催された第１回オープンスクールには、８０名程の

参加があり、多くの中学生に学校生活を体験していただく機会となりました。

引き続き、保護者を含めて、島根中央高校の特色や魅力を知っていただけ

るよう取り組んでまいります。

々 つづいて、「すべての住民が、安心して暮らせるまち」に関する施策につ

いてであります。

々 はじめに、「道路事業」について申し上げます。

県道事業では、主要地方道川本波多線の川本大橋橋梁修繕工事が、災害防

除事業として、主要地方道温泉津川本線の南佐木・川下地区、主要地方道仁

摩邑南線の小谷地区の落石対策工事が、また、舗装修繕事業として、多田・

谷戸地区が発注されております。

町道事業では、町道橋点検業務を、通学路安全対策事業として、新町日の

出線法面工事を、また、災害防除事業として、下因原線法面修繕工事を発注

しております。

々 次に、「治山事業」について申し上げます。

治山施設の災害防止事業として、下新町地区の山腹工事、湯谷地区の流路

工事が発注されております。

々 次に、「簡易水道」について申し上げます。

因原地区の水道管布設替工事を発注しております。

々 次に、「第６７回島根県消防操法大会」について申し上げます。

７月７日、松江市の島根県消防学校を会場に、島根県消防操法大会が開催

され、消防団第１分団が小型ポンプの部に出場しました。

この大会は、消防の基本となる、動きの正確さと速さを競うもので、出場

された選手は、４月から３カ月にわたり、川本消防署の指導を受けながら訓

練を重ねてまいりました。

当日は強い横風に悩まされながらも、取り組んできた練習の成果を十分に
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番外 発揮し、１８チーム中８位の成績を収めました。

野坂町長 大会にあたってご尽力いただきました、消防団をはじめ関係者の皆様に、

あらためまして感謝申し上げます。

々 次に、「デジタル化の推進」について申し上げます。

現在、昨年度策定した「デジタル化推進計画」に基づき取り組んでいると

ころです。

昨年の１０月から運用を開始した公式ＬＩＮＥは、８月末現在で１，０１

５名の登録があり、引き続き、登録者数の増加を図ってまいります。

今年度、導入した業務改善ツール「Ｋｉｎｔｏｎｅ」の活用につきまして
キ ン ト ー ン

は、庁内全体での業務改善を実施するためのプロジェクトチームを結成し、

８月時点で新たに５つのシステムを内製化し、累計で１５業務の効率化を図

ったところです。

また、国が示した「自治体情報システムの標準化・共通化」については、

令和７年度末までに移行できるよう邑智郡総合事務組合と共同し、引き続き

取り組んでまいります。

々 つづいて、「効率的な行財政運営の推進」に関する施策についてでありま

す。

々 はじめに、令和５年度の「町税等の収納状況」について申し上げます。

個人町民税の収納率は、９９．８％で、対前年度０．４ポイントの増、滞

納繰越分を合わせた収納率は９８．６％で、対前年度０．３ポイントの増、

今年度への累計繰越額は、１５４万円となりました。

固定資産税については、９８．５％で、対前年度０．１ポイントの減、滞

納繰越分を合わせては９３．１％で、対前年度０．６ポイントの減、今年度

への累計繰越額は１，０６９万円となりました。

軽自動車税については、９８．６％で、対前年度０．１ポイントの増、滞

納繰越分を合わせては９５．０％で、対前年度と同ポイント、今年度への累

計繰越額は６８万円となりました。

国民健康保険税については、９９．２％で、対前年度０．７ポイントの増、

滞納繰越分を合わせては９０．４％で、対前年度１．６ポイントの増、今年

への累計繰越額は４６２万円となりました。

後期高齢者医療保険料については、９９．９％で、対前年度と同ポイント、

滞納繰越分を合わせては９９．７％で、対前年度０．３ポイントの増、今年

度への累計繰越額は１４万円となりました。

々 次に、「ふるさと納税」について申し上げます。

８月末現在の寄附受入額は、前年同期と比べ２００万円減の２８９万４千

円となっており、いただいた貴重なご寄附は、各種事業へと活用させていた
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番外 だきます。

野坂町長 引き続き、多くの方々にご支援いただけるよう取り組んでまいります。

寄附の活用先として『「女子野球で繋がるプロジェクト」を応援するため

に』を新たな選択メニューに加えました。

併せて、企業版ふるさと納税においても、本プロジェクトにご賛同を得て

ご寄附いただけるよう働きかけてまいります。

また、ふるさと納税制度を活用した、起業家支援プロジェクト、いわゆる

ガバメント・クラウド・ファンディングにつきましては、先般、目標金額を

見事達成したプロジェクト「廃業された旅館を再生し、海外の太鼓団体との

交流拠点として整備する事業」の認定団体に対し、目標金額を上回った寄附

額を上乗せして交付することが可能となったことから、必要な補正予算案を

今議会に提案しております。

々 今定例会に提案しました案件は、条例案件２件、予算案件３件、決算案件

５件、その他案件３件であります。

後ほど、担当課長から、これらの説明をさせますので、何とぞよろしく

ご審議のほどお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。

議 長 以上で、「町長行政報告」を終わります。

々 ここで暫時休憩します。

午前１０時２０分より再開します。 （午前１０時０７分）

々 会議を再開します。 （午前１０時２０分）

々 日程第５、「議案第５４号、川本町監査委員条例の一部を改正する条例の

制定について」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 それでは、「議案第５４号、川本町監査委員条例の一部を改正する条例の

務財政課長 制定について」説明いたします。

３ページをご覧ください。

最初に、改正理由につきましては、例月現金出納検査は、条例上は毎月２

０日とされており、やむを得ない事由があるときは変更できることになって

います。実際の運用では、検査書類を作成してから受検までに一定の日数を

確保し、監査委員が事前に書類を確認した後に検査を実施しています。

当該検査は、会計管理者が資料を作成し、検査にも立会していますが、出納

事務の繁忙期を避けて実施するため、概ね全ての月で実施日を変更している

状況です。例外であるただし書の運用を極力避け、現行の取り扱いに沿った

規定に改正するものです。
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番外瀬上総 次に、改正内容につきましては、第８条、現金出納検査の実施日の変更と

務財政課長 して、毎月２０日を毎月２５日に変更します。

ただし、２５日が川本町の休日に当たるとき、または、特別な事情がある

ときは、監査委員が別に定めることとします。

最後に、施行期日は公布の日から施行します。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第６、「議案第５５号、川本町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 「議案番号第５５号、川本町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

康福祉課長 定について」ご説明します。

４ページの説明資料をご覧ください。

改正理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令が、令和６年８月１４日に公布されたこと等に伴

い、川本町国民健康保険条例の一部を改正する必要があるためです。

改正内容は、国民健康保険法に基づく罰則規定について、国民健康保険法

第１２７条第１項から、被保険者証の返還に応じない者に対する１０万円以

下の過料の規定が削られることとなったため、同様に当該規定を削るもので

す。施行は、令和６年１２月２日です。

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

６番木村議員。

６番 ちょっと教えてほしいんですけど、返還を応じないという、どういう状況

木村議員 のときに応じないということでございましょうか。

議 長 番外高砂健康福祉課長。



- 15 -

番外高砂健 これは、例えば滞納とかがあったりして、保険証の使用できる期間を短縮

康福祉課長 したりというのを更新に合わせて、短期証を出したりしていることがあった

んですが、そういった時とかに該当するのではないかなと思いますが、ちょ

っと、私のほうで今までやった経験がないので、すいませんちょっと想定で

申し上げる形にはなりますが、以上です。

議 長 ６番木村議員。

６番 はい、後でまた教えてください。お願いします。

木村議員

議 長 他ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第８、議案第、すみません日程第７、「議案第５６号、令和６

年度川本町一般会計補正予算（第２号）」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 それでは、「議案第５６号、令和６年度川本町一般会計補正予算（第２号）」

務財政課長 について説明いたします。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１６４，７７１千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，４４２，５７３千円とするも

のです。

今回の補正の主なものとして、普通交付税及び前年度繰越金の確定に伴う

補正と、谷地区治水対策事業の進捗に伴う補正などがあります。

それでは、主なものにつきまして説明いたします。

補正の内容につきましては、２１ページの歳出をご覧ください。

まず２款、総務費の公共施設総合管理基金積立金は、繰越金の２分の１以

上を積み立てるものです。

なお、この財源として、歳入の繰越金が当たります。

次に、物価高騰対応定額減税調整給付金事業、挑戦人口創出事業補助金、

ふるさと納税起業家支援事業補助金につきましては、後ほど資料で説明いた

します。住まいづくり応援事業は、住宅購入助成金１件分を補正するもので

す。邑智郡総合事務組合負担金は、戸籍法改正に伴うシステム改修に係る財

源に国庫補助金が見込まれることになりましたので、このたび減額するもの

です。

次に、３款、民生費の過年度分国庫及び県支出金返還金は、令和５年度事

業が完了しましたので、それを踏まえ、返還対象事業２６件分を補正してお

ります。国保繰出金は、郡総合事務組合負担金が、人件費、標準システムの
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番外瀬上総 マイナンバーカードとの一体化対応等により増額するためのものです。生活

務財政課長 保護システム改修委託は、生活保護自立支援法の改正に伴う改修費用の補正

です。なお、これに伴い、国庫支出金、生活困窮就労準備支援事業補助金を

補正しております。訪問看護ステーション支援事業費補助金は、１回５００

円（正：１，５００円）の補助に対して、１８０回の訪問回数を見込んだも

のです。

なお、これに伴い、県支出金、医療介護総合確保推進基金支援事業補助金

を補正しております。

次に、４款、衛生費の新型コロナワクチン予防接種事業委託は、ワクチン

小売価格変更によるものが一つ。また、国の補助額が未定でございましたが、

このたび額が示されたことを反映し、町の負担額が固まりましたので補正す

るものです。これに伴い、諸収入、新型コロナワクチン定期接種ワクチン確

保事業助成金を補正しております。過年度分国及び県支出金返還金は、返還

対象事業７件分を補正しております。合併処理浄化槽設置補助金は、申請が

見込まれるためのものです。

なお、これに伴い、国庫支出金、循環型社会形成推進交付金と、町債、合

併処理浄化槽設置事業債を補正しております。

次に、６款、農林水産業費の笹遊里電気設備修繕は、高圧設備取替工事と

引込開閉器盤取替工事を行うものです。

次に、７款、商工費の地域商業等支援事業補助金、８款、土木費の谷地区

治水対策事業は、後ほど資料で説明いたします。道路維持管理業務委託は、

６月、７月の豪雨対応により、当初予算を使用しております。町道田水線の

落下（正：落石）対応など、今後の対応に支障を来すことが予想されるため、

このたび補正するものです。

次に、１０款、教育費の公用車所管替えによる管理費の組替えとなります。

次に、１ページ戻っていただいて、２０ページの歳入をご覧ください。

先ほどの歳出の説明にあわせて、連動する歳入の補正を説明いたしました

ので、その他について説明いたします。

まず、１款、町税につきましては、今年度の当初賦課額が決定したことに

よるものです。

９款、地方特例交付金は、物価高騰対応の定額減税に伴う減収補填です。

１０款、地方交付税は、今年度の交付が決定したことによるもので、当初

予算では一部留保しておりましたので、このたび１３５，２４５千円の増額

となります。

１４款、国庫支出金は、先ほど歳出に関連して説明していない生活保護費

負担金につきましては、過年度追加交付です。

１３款（正：１５款）、県支出金のしまね市町村総合交付金は、今年度の

交付決定がありましたので、補正するものです。

１６款、財産収入は、谷地区治水事業で、県施工区間堤防用地として町有

地を売却することに伴うものです。
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番外瀬上総 １７款、寄附金は、先ほど歳出に関連して説明したとおりです。

務財政課長 １８款、繰入金の財政調整基金繰入金は、このたびの補正の財源超過をこ

こで調整しております。

１９款、繰越金は、前年度繰越金が確定したことによるものです。

２０款、諸収入、過年度邑智郡総合事務組合負担金返還金は、前年度の環

境衛生課及び介護保険課の事業費確定に伴うものです。

２１款、町債で、先ほど歳出に関連して説明していないものとして、臨時

財政対策債につきましては、普通交付税の今年度の交付額が決定したことに

よるものです。

次に、２２ページをご覧ください。

「第２表 地方債の補正」につきましては、このたびの補正による本年度の

地方債の限度額は９１９，１２７千円と見込んでおります。

次に、基金の状況につきましては、このたびの補正による年度末の基金残

高は２，１５２，２１１千円と見込んでおります。

次のページをご覧ください。

物価高騰対応定額減税調整給付金事業について説明いたします。

１、現状と課題及び目的につきましては、国による経済対策の一環で、６

月補正予算にて見込みの事業費を予算化していただきましたが、６年度課税

状況の確定により、支給対象者が決定しましたので、８月１９日より給付を

開始しております。

２、概要につきましては、先のとおり支給対象者が決定しましたので、６

月補正時の見込数に対して、決定数との差５５件を追加補正するものです。

次の給付金概要の表、支給対象者給付金給付額は、６月補正において説明

しておりますので、ここでは割愛させていただきます。

３、予算額はご覧のとおりであります。

次のページをご覧ください。

挑戦人口創出事業補助金について説明します。

本件は、「女子野球で繋がるプロジェクト」での取組となります。

１、現状と課題及び目的につきましては、現在の状況について記載をして

おります。特に、３つ目の○印からですが、「石見・隠岐地域政策推進費」

を活用して、本プロジェクトの効果的な推進を検討し、より効果的に選手募

集やスポンサー企業を確保するために、プロモーション強化と用具整備など、

来年度以降予定していた取組を含め、早い段階でチームを具体化することが

必要となりました。そこで、１、概要といたしまして、このたびの補正で、

運営主体である（一般社団法人）かわもと暮らしが、「石見・隠岐地域政策

推進費」を活用して実施するプロモーションと用具整備等に必要な経費のう

ち、同団体の自主財源相当分、事業費の２分の１となりますが、このものを

補助するものです。

なお、財源として、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税による寄附金を

見込んでおります。
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番外瀬上総 その下の表は、本事業の今年度予算総額を表しております。

務財政課長 一般財源は１２０千円の見込みです。

３、予算額はご覧のとおりです。

次のページをご覧ください。

「ふるさと納税起業家支援事業費補助金」について説明します。

１、制度の目的及び必要性は、ご覧のとおりです。

特に、４番目の○印の補助金に基づきまして、補助金を交付いたします。

説明と図をご覧いただきたいと思いますが、まず寄附者から町は、ふるさと

納税を受け付けます。次に、町から補助対象者に対して、①として、寄附額

から３０％を差し引いた額と、②として、初期投資を対象に①と同額を上乗

せして、補助金を交付する仕組みとなっております。その下に[ ]をつけ
かぎかつこ

て、[拡充する必要性]としておりますが、このたびの補正予算は、寄附受入

れ額が当初予算の見込みを上回り、補助金交付に要する予算が不足したため、

このたび補正するものでございます。

２、概要につきましては、事業主体と事業内容はご覧のとおりです。

この事業内容が、先ほどの初期投資と合致しております。その下の図で、

財源と歳出について示しております。それぞれ上段が当初の見込み、下段が

最終確定の額となります。財源の特別交付税と一般財源については、ふるさ

と納税起業家支援事業費補助金の上乗せ分２分の１が特別交付税で措置され

ます。

３、予算額でございますが、歳出につきまして、ふるさと納税起業家支援

事業費補助金、黄色と緑の合算額の差額を補正しております。歳入のふるさ

と思いいやり基金繰入金は、黄色部分の差額を補正するものです。

これは寄附金を、一旦ふるさと思いやり基金に積立てた後に、基金繰入金

として財源措置するということによるためです。

次のページをご覧ください。

「地域商業等支援事業費補助金」について説明します。

１、現状と課題及び目的は、ご覧のとおりです。

特に、最後の○印に現行事業としておりますが、現行の地域商業等支援事

業の目的等を記載しております。なお、本事業は、県、町が４分の１負担、

事業者が２分の１を負担する事業です。表には、これまで令和２年度以降、

４件の実績を記載しております。なお、本事業の課題につきましてはの○印

の上から４番目、「しかしながら」としておりますが、県補助金を活用した

現行補助事業では、機能維持及び更新等には適用できず、既に補助を受けた

事業者にある再申請も認められない運用、というものが課題と認識しており

ます。

２、概要ですが、先ほどの課題への対策として、新たな区分として町単独

での補助制度の創設を検討しております。目的は、地域商業の賑わい創出に

寄与する商業環境の継続・維持であること。対象は、組織として所有する設

備の改修、更新に係る費用。対象者は、商工会、商店会、組織・会計等に関
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番外瀬上総 する規約を有する商工団体等。補助率は、町３分の２、上限は、１，０００

務財政課長 千円す。このたびの想定内容につきましては、街路灯架空線張替事業への補

助として、対象経費の３分の２の７３３千円。事業主体（正：実施主体）は

川本町街路灯管理委員会、これまでの取組経過はご覧のとおりです。令和３

年度に、現行補助事業を活用しておられます。実施背景については、架空線

の老朽化により一部区間において街路灯が点灯しない事態が発生しており、

今後の賑わい創出及び安全に大きな支障を来すと想定されます。

３、予算額は、ご覧のとおりです。

最後に、「谷地区治水対策事業」について説明いたします。

１、事業概要はご覧のとおりです。

２、今回補正の概要につきましては、まず歳出は、事業完了後の区画整理

時に支障となる、県施工区間内に存在する法定外公共物の表題登記業務委託

費を計上。次に、国・県施工区間における用地取得費、物件補償費が固まっ

たことに伴う不用額の減。次に、当初概算で計上していた旧法務局長官宿舎

等の撤去工事について、積算業務完了に伴い工事費が増加したことにより不

足する額を計上しております。次に、矢谷川左岸先行整備エリア、これは県

の施工区間ですが、嵩上げ工事に係る県事業負担金を計上しております。

なお、その下、※印の１として、負担金配分の考え方を記載しております。

町の負担比率は６２．３％となります。

歳入につきましては、県施工区間左岸部に存在し、堤防用地となる旧堂庭

団地跡の売却費と、先ほど説明した工事費の増減に伴い、地方債を補正して

おります。

３、今年度事業の推移として、当初及び補正について記載をしております。

４、予算額はご覧のとおりです。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

番外瀬上総 すいません、先ほどの衛生費のところで新型コロナワクチン予防接種事業

務財政課長 委託（３款、民生費、訪問看護・・）、すいません失礼しました。

はい、３款すいません、２１ページ歳出の民生費のところで、訪問看護ス

テーション支援事業補助金のところで、訪問看護に係る費用を１，５００円

のところ５００円と申し上げておりました。訂正いたします。失礼いたしま

す。失礼しました。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第８、「議案第５７号、令和６年度川本町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）」及び日程第９、「議案第５８号、令和６年度川
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議 長 本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の件を一括議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 「議案番号第５７号、令和６年度川本町国民健康保険事業特別会計補正予

康福祉課長 算（第２号）」についてご説明します。

歳入歳出予算総額に、それぞれ１９，６２８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ４２０，７３３千円とします。

９ページをご覧ください。

歳出ですが、１款、総務管理費で、邑智郡総合事務組合負担金が、国保標

準化対応によるシステム導入費によるものなどで５，９２３千円の増。９款、

基金積立金ですが、繰越額確定により１５８千円の増。１１款、諸支出金の

償還金及び還付加算金が、前年度実績による交付金等の返還によるもので、

１３，５４７千円の増となっています。一方、歳入は、１款、国民健康保険

税が本算定により６，０００千円の減。１３款、繰入金は、基金繰入金が６，

２８４千円の増。一般会計繰入金が５，９２３千円の増。１４款、繰越金が

前年度繰越額確定により、３１５千円の増。１５款、諸収入は、保険給付費

等交付金返還金などにより、１３，１０６千円の増となっております。

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

々 続きまして、「議案番号第５８号、（令和６年度）川本町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）」についてご説明します。

歳入歳出予算総額から、それぞれ１，２９２千円を減額し、歳入歳出予算

総額をそれぞれ１４４，８３６千円とします。

８ページをご覧ください。

歳出では、１款、総務費、邑智郡総合事務組合負担金が８５千円の増。２

款、後期高齢者医療広域連合納付金が、本算定等により１，３７７千円の減

となっています。一方、歳入では、１款、後期高齢者医療保険料が、本算定

により特別徴収、普通徴収合わせて１，５４１千円の減。４款、事務費繰入

金が、邑智郡総合事務組合負担金で８５千円の増。５款、繰越金が、繰越し

額確定により１６４千円の増となっております。

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 ただいま説明のあった２議案について、質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１０、「議案第５９号、令和５年度川本町一般会計歳入歳出
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議 長 決算認定について」から、日程第１４、「議案第６３号、令和５年度川本町

農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」までを一括議

題とします。

執行部から、提案理由の説明を求めます。番外高良会計室長。

番外高良会 おはようございます。「議案第５９号」から、「（議案）第６３号」までを

計室長 一括ご説明申し上げます。

本議案は、令和５年度川本町一般会計及び川本町特別会計の歳入歳出決

算認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の

意見を付して議会の承認を求めるものでございます。

々 はじめに「議案第５９号、令和５年度川本町一般会計歳入歳出決算認定

について」ご説明いたします。

３ページをご覧ください。

決算書歳入です。表の下のいちばん下、中ほどをご覧ください。

調定額４，７７４，３１３，０４２円に対し、収入済額４，７４４，９０

３，５０４円。不納欠損額１，５２４，２８１円。収入未済額２７，８８５，

２５７円です。

５ページをご覧ください。

決算書歳出です。支出済額４，６２５，２３２，５０９円。翌年度繰越額

２０７，６１０千円。不用額１４９，０６４，４９１円です。

６ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額１１９，６７０，９９５円。

翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額１９，９７０千円。差引

をした実質収支額は９９，７００，９９５円です。

々 続きまして、「議案第６０号、令和５年度川本町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。

２ページをご覧ください。

決算書、歳入です。調定額４２３，４６１，１４０円に対し、収入済額４

１８，８９７，４４６円、不納欠損額はございません。収入未済額４，５６

３，６９４円です。

３ページをご覧ください。

決算書、歳出です。支出済額４１８，５８１，５０６円。翌年度繰越額は

ございません。不用額７，２６２，４９４円です。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額３１５，９４０円。翌年度へ

繰越すべき財源はございません。実質収支額は３１５，９４０円です。

々 続きまして、「議案第６２号、令和５年度川本町簡易水道事業特別会計歳
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番外高良会 入歳出決算認定について」ご説明いたします。

計室長 ２ページをご覧ください。

決算書、歳入です。調定額１７８，６１１，１７５円に対し、収入済額１

７５，６６９，１０１円。不納欠損額はございません。収入未済額２，９４

２，０７４円です。

３ページをご覧ください。

決算書、歳出です。支出済１５０，２８０，９１８円。翌年度繰越額はご

ざいません。不用額４４，４６１，０８２円です。

なお、本会計は、公営企業会計移行のため令和６年３月３１日をもって打

切決算を行い、歳入歳出差引２５，３８８，１８３円は川本町簡易水道事業

会計へ引き継いでおります。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額２５，３８８，１８３円。翌

年度へ繰越すべき財源はございません。実質収支額は２５，３８８，１８３

円です。

々 続きまして、「議案第６３号、令和５年度川本町農業集落排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。

２ページをご覧ください。

決算書、歳入です。調定額６１，０９９，５９３円に対し、収入済額６０，

９３７，１３３円。不納欠損額はございません。収入未済額１６２，４６０

円です。

３ページをご覧ください。

決算書、歳出です。支出済額４４，８８１，３２０円。翌年度繰越額はご

ざいません。不用額２６，４５８，６８０円です。

なお、本会計は、公営企業会計移行のため令和６年３月３１日をもって打

切決算を行い、歳入歳出差引１６，０５５，８１３円は、川本町農業集落排

水処理事業会計へ引き継いでおります。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額１６，０５５，８１３円。翌

年度へ繰越すべき財源はございません。実質収支額は１６，０５５，８１３

円です。

以上が、令和５年度川本町一般会計及び川本町特別会計歳入歳出の決算額

でございます。

財産に関する事項は、「議案第５９号」の４９ページ以降に添付しており

ます。

また、普通会計決算状況、健全化判断比率、資金不足比率、第６次川本町

総合計画施策評価、川本町監査委員による決算審査意見書を添付しておりま

すので、ご確認をお願いいたします。

各会計について、詳細は後ほど設置予定の決算特別委員会において、所管
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番外高良会 課より説明いたします。

計室長 概要につきまして、説明は以上でございます。ご審議を賜りますようよろ

しくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 決算審査意見書の報告については、後ほど設置予定の決算特別委員会に

おいて、監査委員からご報告いただくことにしております。

々 ただいま説明のあった件について、質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１５、「議案第６４号、財産の取得について」の件を議題と

します。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外伊藤まちづくり推進課長。

番外伊藤ま 「議案第６４号、財産の取得について」ご説明いたします。

ちづくり推 本議案につきましては、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決

進課長 を付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものです。

取得する物品は、「ＢＳＣＳブロックプロセッサー」関連設備です。

取得の目的は、ＢＳＣＳの放送送出設備の内、放送信号を増幅安定させる

装置となるブロックプロセッサーの更新のためです。

本機器については、平成２２年の導入後初めての更新となります。

金額は８，８００，０００円、随意契約によるものです。

取得の相手先は、日本電通株式会社となります。

当初に整備を行った業者となります。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１６、「議案第６５号、辺地に係る総合整備計画の策定につ

いて」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。
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番外瀬上総 それでは、「議案第６５号、辺地に係る総合整備計画の策定について」説

務財政課長 明いたします。

辺地に係る総合整備計画につきまして、策定の必要が生じましたので、辺

地に係る公共的施設の総合整備のための特別措置措置等に関する法律第３条

の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。

次のページをご覧ください。

このたびの計画は、三原辺地です。いちばん下の表をご覧ください。対象

となる２事業について、事業費等を記載しております。上に戻っていただき、

２として、公共的施設の整備を必要とする事情。３に、公共施設の整備計画

の期間を記載しております。

なお、三原まちづくりセンター改修事業は、令和６年度、河津桜公園整備

事業は、令和７年度の整備完了予定です。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１７、「議案第６６号、島根県後期高齢者医療広域連合規約

の変更に関する協議について」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 「議案番号第６６号、島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する

康福祉課長 協議について」ご説明します。

これは、地方自治法で広域連合が規約を変更しようとするときは、関係地

方公共団体の協議によりこれを定め、関係地方公共団体の議会の議決を経な

ければならないと定められていることによるものです。

次の３ページをご覧ください。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の制定等に伴い、島根県後期高齢者医療広域連合規

約を変更する必要があるためです。

変更内容は、令和６年１２月２日から、被保険者証がマイナンバーカード

に切り替わり、被保険者証等の発行が廃止となることに伴い、対応する部分

を変更するものです。

施行は、令和６年１２月２日です。

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。
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議 長 これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１８、「決算特別委員会設置・調査付託・委員選任について」

の件を議題とします。

々 お諮りします。

「議案第５９号」から「議案第６３号」に関しては、お手元の「決算特別

委員会設置要綱（案）」により、決算特別委員会を設置し、これに令和５年

度一般会計及び特別会計の決算に関する審査並びに調査を付託の上、調査

が終了するまで議会閉会中も継続して調査することができることにしたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、本件につきましては「決算特別委員会」を設置し、これに付託

して調査することに決定しました。

々 ただいま設置されました、決算特別委員会の委員の選任につきましては、

川本町議会委員会条例第５条第４項の規定により、議員全員を指名したい

と思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、そのように決定しました。

々 次に、委員会の正副委員長につきましては、議会運営委員会におきまし

て、あらかじめ審議していただいておりますので、その結果を報告します。

委員長に３番中平議員、副委員長に６番木村議員。

々 以上のとおり、正副委員長に選任したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、正副委員長は、そのように選任されました。

々 以上をもって、本日の議事日程は全て終了しました。
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議 長 これをもちまして、本会議を閉じます。

（午前１１時０９分）

この会議録は、川本町議会事務局長 中 嶋 則 行 が記載したもので、その内

容において、正確である旨を証するためここに署名をする。

川本町議会議長

川本町議会議員

川本町議会議員


